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商品名 ○新カーライフプラン 

保証会社 ○山陰信販株式会社 

ご利用いただける方 

○次の要件全てに該当する方 

①当庫の営業地区内に居住または勤務している方 

②申込時年齢が満１８才以上で、完済時８０才以下の方  

※ただし高校生は除く 

③安定継続した収入のある方 

 ※個人事業者、パート、アルバイト、年金受給者、新社会人の方も取扱可 

④山陰信販株式会社の保証が得られる方 

お使いみち 

本人およびその家族が必要とする次の資金 

自家用自動車、自動二輪車、原動機付自転車（いずれも中古車含む）購入資金、車検費用、

免許取得費用、修理費用、部品代金、車庫建設費用（１００万円以内）、自動車税、自動

車購入にかかる借入金返済資金 

自転車、シニア向け電動カート、マリンレジャー用品（船舶免許含む）も取扱可 

上記資金にかかる融資金額の３０％または３０万円のいずれか低い金額の範囲内のフリ

ー資金の取扱いも可  

※ただし、営業用は除きます。 

ご融資金額 ○１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位） 

ご融資期間 ○１０年以内 

ご融資利率 
○変動金利型：当金庫の短期プライムレート(短期貸出最優遇金利)を基準とする変動利率 

※適用金利は、窓口までお問い合わせください。当金庫ホームページでもご覧いただけます。 

ご返済方法 
○元利均等毎月返済 

（６か月ごとの増額返済も可能ですが、融資金額の５０％以内かつ１万円単位となります） 

連帯保証人・担保 ○原則不要。山陰信販株式会社 保証 

保証料率 ○ご融資利率に含まれます。 

遅延損害金 １４．６０％ 

支払方法 

○購入先に振込み 

 ※融資金額の３０％または３０万のいずれか低い金額の範囲のフリー資金については、当

庫の判断で振込しなくても可 

必要書類 

○本人確認資料 

運転免許証、及び健康保険証 

○所得確認書類（※申込金額３００万円以下の場合、不要） 

 源泉徴収票または給与証明書（所得合算者の証明書も必要） 

 個人事業者については、納税証明書または確定申告書の写し 

○資金使途確認書（見積書・請求書・注文書） 

○その他（当金庫が必要と認めた書類） 

手数料 ○繰上げ返済時には、金庫所定の手数料がかかります。 
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商品名 ○新カーライフプラン 

その他 

○詳しくは、当金庫窓口・得意先担当者へお問い合わせ下さい。 

○お申込みに際しては、事前の審査をさせていただきます。結果によってはご希望に添えな

い場合もございますので、あらかじめご了承下さい。 

苦情処理措 
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室（9時～17 時、電話： 

0855-22-1851）にお申し出ください。 

紛争解決措置 

東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、第二東 

京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です 

ので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談室または全国しん 

きん相談所（9時～17 時、電話 03-3517-5825）にお申し出ください。 

日本海信用金庫 


